
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
要
綱

第
一

燃
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
製
品

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
第
一
号
の
政
令

で
定
め
る
製
品
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

１

分
別
収
集
物
を
圧
縮
し
、
又
は
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
成
形
し
た
も
の

２

炭
化
水
素
油

３

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス

（
第
一
条
関
係
）

第
二

設
計
認
定
等
に
係
る
手
数
料
の
額
等

一

法
第
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

設
計
認
定
又
は
法
第
九
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
め
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
、
所
要
の

規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

三

指
定
調
査
機
関
が
行
う
設
計
調
査
に
係
る
手
数
料
の
額
の
主
務
大
臣
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る

こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

別紙２



第
三

特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
及
び
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
提
供
事
業
者
の
業
種

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
品
（
商
品
の
販
売

又
は
役
務
の
提
供
に
付
随
し
て
消
費
者
に
無
償
で
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
に
限

る
。
）
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
当
該
製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

製

品

業

種

フ
ォ
ー
ク
、
ス
プ
ー
ン
、
テ
ー
ブ
ル
ナ
イ
フ
、
マ
ド
ラ
ー

各
種
商
品
小
売
業
（
無
店
舗
の
も
の
を
含
む
。
）
、
飲
食

及
び
飲
料
用
ス
ト
ロ
ー

料
品
小
売
業
（
野
菜
・
果
実
小
売
業
、
食
肉
小
売
業
、
鮮

魚
小
売
業
及
び
酒
小
売
業
を
除
き
、
無
店
舗
の
も
の
を
含

む
。
）
、
宿
泊
業
、
飲
食
店
及
び
持
ち
帰
り
・
配
達
飲
食

サ
ー
ビ
ス
業

ヘ
ア
ブ
ラ
シ
、
く
し
、
か
み
そ
り
、
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
ッ
プ

宿
泊
業

及
び
歯
ブ
ラ
シ

衣
類
用
ハ
ン
ガ
ー
及
び
衣
類
用
カ
バ
ー

各
種
商
品
小
売
業
（
無
店
舗
の
も
の
を
含
む
。
）
及
び
洗



濯
業

（
第
五
条
関
係
）

第
四

特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
多
量
提
供
事
業
者
の
要
件
等

一

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
提
供
し
た
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用

製
品
の
量
が
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

二

法
第
三
十
条
第
四
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

厚
生
科
学
審
議
会

農
林
水
産
大
臣

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

経
済
産
業
大
臣

産
業
構
造
審
議
会

国
土
交
通
大
臣

交
通
政
策
審
議
会

（
第
七
条
関
係
）

第
五

認
定
再
商
品
化
計
画
に
係
る
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
等



一

法
第
三
十
三
条
第
三
項
第
四
号
ニ
及
び
ホ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

認
定
市
町
村
が
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
（
一
般
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
再
商
品
化
実
施
者
に
委
託
す
る
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

第
六

分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
等

一

市
町
村
が
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
（
一
般
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
指
定
法
人
に
委
託
す
る
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

二

指
定
法
人
が
市
町
村
の
委
託
を
受
け
た
分
別
収
集
物
の
再
商
品
化
に
必
要
な
行
為
（
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
他
人
に
再
委
託
す
る
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

第
七

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
等

一

法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
に
つ
い



て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
関
係
）

二

認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
が
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

使
用
製
品
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
若
し
く
は
運
搬
又
は
処
分
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
三
十
九
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
者
に
委
託
す
る
場

合
の
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
八

多
量
排
出
事
業
者
の
要
件
等

一

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
こ
と
。

１

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
業
及
び
サ
ー
ビ
ス
業

以
外
の
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
も
の

２

常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
の
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
に

属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
行
う
も
の

（
第
十
五
条
関
係
）

二

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃

棄
物
等
の
排
出
量
が
二
百
五
十
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）



三

法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
臣
以
外
の
主
務
大
臣
が
法
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
命
令
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
産
業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議

会
と
す
る
こ
と
。

厚
生
労
働
大
臣

医
療
業
に
あ
っ
て
は
社
会
保
障
審
議
会
、
医
薬
品
製
造

業
に
あ
っ
て
は
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
、
そ
の
他
の

厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
産

業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会

農
林
水
産
大
臣

農
業
、
食
料
品
製
造
業
、
清
涼
飲
料
製
造
業
、
茶
・
コ

ー
ヒ
ー
製
造
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
小
売

業
及
び
飲
食
店
に
あ
っ
て
は
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策

審
議
会
、
漁
業
及
び
水
産
養
殖
業
に
あ
っ
て
は
水
産
政

策
審
議
会
、
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
の
所
管
に
属
す



る
事
業
に
あ
っ
て
は
産
業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境

審
議
会

経
済
産
業
大
臣

産
業
構
造
審
議
会

国
土
交
通
大
臣

建
設
業
に
あ
っ
て
は
中
央
建
設
業
審
議
会
、
そ
の
他
の

国
土
交
通
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
産

業
構
造
審
議
会
及
び
中
央
環
境
審
議
会

環
境
大
臣

中
央
環
境
審
議
会

（
第
十
七
条
関
係
）

第
九

認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
係
る
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
の
委
託
の
基
準
等

一

法
第
四
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
三
号
ホ
及
び
ヘ
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
に
つ
い

て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
関
係
）

二

認
定
再
資
源
化
事
業
者
（
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
が
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
従

っ
て
行
う
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
再
資
源
化
に
必
要
な
行
為
（
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
に
該



当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
認
定
再
資
源
化
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
四
十
八
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
者
に

委
託
す
る
場
合
の
基
準
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

第
十

権
限
の
委
任

法
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
権
限
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
設
け
る

こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

第
十
一

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
）




